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　会員の皆様には、平素より一般社団法人新潟県高等学校 PTA 安全互助会の事業に対しまして、深い
ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。令和５年度の「県高 P 安全互助会 加入のご案内」を
お届けします。当会は主に学校管理下における生徒の災害（事故）に対しての共済金の給付、安全普及
活動への助成等の事業を行っています。
　これまで保護者の皆様や先生方が細心の注意を払われているにも関わらず、残念ながら、学校生活を
おくるなかで通学時の自転車事故をはじめ、体育の授業、放課後の部活動、体育祭や文化祭等において、
生徒の災害はなかなかなくなりません（令和４年度給付状況は裏面参照）。
　これらの災害の中には、勉学を中断しなければならないケースもあり、災害に遭った生徒・保護者の
経済的・精神的苦痛は計り知れないものがあります。学校管理下の災害の共済制度としては、独立行政
法人日本スポーツ振興センターが見舞金や医療費の給付を行っていますが、その額は必ずしも十分とは
いえません。こうした災害に備えるため、全国組織である「スポーツ振興センター」に加えて、本県高
等学校 PTA 連合会では、平成27年４月より「（一社）新潟県高等学校 PTA 安全互助会」をスタートさせ、
会員から会費を納めていただくことで、共済事業を行ってきました。
　現在、県下の高等学校及び中等教育学校の単位 PTA92校42,330人の皆様から加入をしていただき活動
をしているところです。私たちの共済事業は、PTA の会員相互が助け合い、災害の発生に伴う保護者
の負担を少しでも軽減することで、生徒たちが安全かつ安心して学校教育活動に参加できることを目標
として実施されるものです。各校の PTA の会員の皆様及び新入生保護者の皆様におかれましては、県
高Ｐ連全体で生徒の教育活動を支援していくという本会共済事業の趣旨をご理解いただき、ぜひとも加
入をしていただきますようお願いいたします。
　最後に、会費の値上げについて皆様にお願いです。これまで、県高Ｐ連安全互助会では、生徒数減少
を背景に、会費を見直すことを検討してまいりました。令和４年６月の社員総会において、会費値上げ
が議決され、令和５年度からは新会費でのスタートになります。具体的には、全日制で年間500円が580
円に、定時制で年間250円が290円になります。互助会創設時（平成27年度）の会員数は、約52,500人、
今年度（令和４年度）の会員数は、約42,300人と、生徒減に伴い７年間で約１万人以上減っています。一方、
共済金の支払額は減っていません。この先も会員数の減少は続き、会費の収入減は、会の運営に深刻な
影響を及ぼします。今後とも、生徒が安全安心に教育活動に参加できますよう、当安全互助会の運営に
ついて、皆様のご理解ご協力をよろしく願いいたします。
＊成人年齢18歳引き下げに伴い、事業方法書の変更を行いました。共済金受取人が未成年の場合は保護
者、成人の場合は、原則として本人になります。
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足（靱帯等）
51件

合計168件

その他
13件

足（関節骨折等）
28件

肩（脱臼等）
10件

指（骨折等）
7件

眼2件

鼻（骨折等）6件

手（腕）
（骨折等）
21件

足（半月板等）28件

※共済給付額
9,512,113円（１月末現在）

腰（腰椎分離等）2件


